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賛
成
討
論
（
要
旨
）

井
上
忠
男
（
日
本
共
産
党
）

　

市
議
会
議
員
は
、
予
算
や
条
例

を
決
め
る
こ
と
が
職
務
で
あ
り
、

長
期
に
わ
た
る
税
金
の
滞
納
は
、

市
民
の
信
頼
を
失
う
行
為
で
あ
る
。

渡
辺
市
議
は
政
治
倫
理
条
例
に
も

と
づ
い
て
、
自
ら
真
相
を
明
ら
か

に
す
る
責
任
が
あ
る
。
議
員
の
納

税
状
況
は
個
人
情
報
で
あ
る
が
、

公
務
員
が
市
長
や
市
議
な
ど
の
汚

職
・
腐
敗
に
つ
な
が
る
情
報
や
違

法
・
不
当
を
行
為
を
公
表
し
て
も

罰
せ
ら
れ
な
い
「
公
務
員
の
内
部

告
発
保
護
法
」
が
近
い
将
来
、
整

備
さ
れ
る
こ
と
を
確
信
し
賛
成
す

る
。

議　

決　

結　

果

○賛成　　×反対　　△退席付　
　
　

託　
　
　

先

請願・陳情の審議結果
　

　　　　　　付託先略称　総：総務企画委員会　建：建設環境委員会　　　　　
　　　　　　　　　　　　駅：駅周辺整備調査特別委員会

会派名（人数）　　　※議長は除く
市
民
ウ
ェ
ブ
�

湧
湧
環
境
ク
�

市
民
自
治
�

市
民
の
党
�

民

主

党

�

自
民
党
小
金
井
�

生
活
者
ネ
ッ
ト
�

改

革　

�

２１

改
革
連
合
�

公

明

党

�

日
本
共
産
党
�要　　　　　　　　　　旨件　　　　　　　名

採択○○○×△○○○２
△１○○○総

郵政三事業一体の公社形態の成果が確認されるまで郵便局
のユニバーサルサービスを維持し、拙速な分割・民営化を
行わないよう要請する意見書の提出を求めるもの

郵政事業の民営化に慎重な議論を求
める意見書の提出についての請願書

採択○○○○○×○×××○総小金井市公会堂の利用申込みの受付を停止せず、継続する
ことを求めるもの

小金井市公会堂の利用申込みの受付
を停止しないことを求める陳情書

採択○○○○○×○×××○建駅前高層マンション建設予定を中止し地下水脈と環境保全
を求めるもの

地下水及び湧水を保全する条例に関
する陳情書

採択○○○○○○○○○○○総
現在、実施している緊急地域雇用創出特別交付金を２００５年
度（平成１７年度）以降も実施すること等を求める意見書を
国に提出することを求めるもの

緊急地域雇用創出特別交付金の継
続・改善を求める陳情書

不採択○○○○△×○×××○駅環境破壊の大型再開発にジャノメ跡地の売却充当しないこ
とを求めるもの駅周辺整備に関する陳情書

不採択○○○○△×○×××○駅大規模再開発を凍結し子育ての安心や高齢者配慮できる環
境を求めるもの

武蔵小金井再開発の凍結を求める陳
情書

採択○○○○○×○×××○建大型再開発を見直し早急に二枚橋焼却場の問題解決を求め
るもの大型再開発ゴミ問題に関する陳情書

反
対
討
論
（
要
旨
）

漢
人
明
子
（
市
民
自
治
）

　

長
期
に
わ
た
る
税
滞
納
は
市
議

会
議
員
と
し
て
許
さ
れ
な
い
行
為

だ
。
渡
辺
議
員
に
対
し
て
は
、
自

ら
疑
惑
を
晴
ら
し
市
民
に
対
し
て

誠
意
を
示
す
よ
う
に
求
め
る
。

　

一
方
、
今
回
の
問
題
か
ら
は
、

市
役
所
の
個
人
情
報
漏
洩
疑
惑
も

発
生
し
た
。
市
民
の
さ
ま
ざ
ま
な

個
人
情
報
を
保
有
し
て
い
る
市
役

所
か
ら
不
正
な
情
報
漏
洩
が
行
わ

れ
た
と
し
た
ら
重
大
な
問
題
だ
。

　

地
方
公
務
員
法
の
守
秘
義
務
違

反
や
幇
助
罪
な
ど
犯
罪
の
関
与
の

可
能
性
を
容
認
す
る
提
案
姿
勢
に

は
賛
同
で
き
な
い
。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

和
田
茂
雄
（
公
明
党
）

　

今
定
例
会
で
国
民
健
康
保
険
税

の
新
た
な
滞
納
疑
惑
が
指
摘
さ
れ

た
渡
辺
大
三
議
員
は
、
速
や
か
に

弁
明
を
す
べ
き
だ
。
納
税
は
憲
法

で
国
民
の
義
務
と
さ
れ
、
庶
民
感

覚
か
ら
も
、
市
議
会
議
員
が
滞
納

す
る
な
ど
も
っ
て
の
外
だ
。
政
治

倫
理
条
例
に
「
議
員
は
地
方
自
治

の
本
旨
に
従
っ
て
、
そ
の
使
命
の

達
成
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
あ
り
、
税
金
は
率
先
し
て

納
め
る
べ
き
で
あ
る
。
昨
年
に
続

き
今
回
新
た
に
４
年
間
の
滞
納
が

指
摘
さ
れ
た
。
納
税
者
を
愚
弄
し

て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

反
対
討
論
（
要
旨
）

若
竹
綾
子
（
湧
湧
環
境
ク
）

　

税
金
滞
納
は
い
け
な
い
。
し
か

し
本
人
と
行
政
し
か
保
有
し
て
い

な
い
は
ず
の
、
あ
る
議
員
の
国
民

健
康
保
険
税
の
滞
納
状
況
と
さ
れ

る
数
字
が
議
会
で
公
表
さ
れ
た
。

　

万
が
一
、
行
政
が
個
人
情
報
を

漏
ら
し
た
な
ら
、
相
手
が
マ
ス
コ

ミ
、
議
員
、
一
般
市
民
い
ず
れ
で

あ
ろ
う
と
、
地
方
公
務
員
法
の
守

秘
義
務
違
反
、
情
報
漏
え
い
を
求

め
た
人
は
、
教
唆
犯
に
あ
た
る
。

出
所
不
明
の
匿
名
文
書
等
を
元
に

「
疑
惑
を
指
摘
」
し
弁
明
を
求
め

る
よ
り
、
情
報
流
出
の
点
を
明
ら

か
に
す
る
事
が
先
決
で
あ
る
。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

藤
村　

忍
（
生
活
者
ネ
ッ
ト
）

　

公
職
に
あ
る
市
議
会
議
員
の
税

金
滞
納
は
、
市
民
か
ら
の
信
頼
を

損
な
う
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
一

方
、
今
回
の
疑
惑
が
真
実
で
あ
る

な
ら
、
そ
の
情
報
は
市
役
所
か
ら

漏
洩
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

個
人
情
報
の
守
秘
義
務
が
あ
る
公

務
員
か
ら
安
易
に
外
部
へ
情
報
が

流
れ
る
と
し
た
ら
、
市
民
の
行
政

に
対
す
る
信
頼
を
失
墜
し
、
安
心

し
て
市
民
生
活
を
送
れ
な
い
状
況

を
生
み
出
す
。
今
後
こ
の
よ
う
な

疑
惑
や
市
議
の
税
金
滞
納
等
を
防

止
す
る
た
め
の
必
要
な
対
策
や
仕

組
み
を
つ
く
る
べ
き
で
あ
る
。

た
財
政
投
融
資
を
な
く
す
こ
と
で

あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
日
本
の
官

僚
支
配
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
だ
。

郵
便
事
業
に
つ
い
て
は
、
過
疎
地

や
島
し
ょ
な
ど
へ
の
法
的
配
慮
を

し
た
上
で
、
郵
政
事
業
の
真
の
改

革
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。
本
請

願
書
は
郵
政
事
業
の
現
在
の
形
態

を
維
持
・
存
続
す
る
こ
と
を
求
め

る
も
の
な
の
で
反
対
す
る
。

反
対
討
論
（
要
旨
）

青
木
ひ
か
る
（
市
民
の
党
）

　

小
泉
政
権
の
郵
政
民
営
化
論
議

は
、
民
営
化
を
自
己
目
的
化
し
て

お
り
、
何
を
や
ろ
う
と
し
て
い
る

の
か
全
く
不
明
で
あ
る
。
必
要
な

の
は
、
郵
貯
や
簡
保
を
原
資
と
し

反
対
討
論
（
要
旨
）

斎
藤
康
夫
（
民
主
党
）

　

こ
の
決
議
に
よ
る
疑
惑
と
は
、

議
会
運
営
委
員
が
発
言
し
た
差
出

人
不
明
の
い
わ
ゆ
る
怪
文
書
を
元

に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
発
言
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

政
治
的
意
図
を
も
っ
て
特
定
の
議

員
や
個
人
攻
撃
を
許
す
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
個
人
情
報
と
は
、
本

人
以
外
は
、
市
の
職
員
し
か
知
り

得
な
い
も
の
で
あ
り
、
仮
に
漏
洩

し
た
と
す
れ
ば
重
大
な
問
題
に
発

展
す
る
。
議
員
の
個
人
情
報
開
示

は
全
議
員
が
適
正
な
ル
ー
ル
を
元

に
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
本

決
議
に
は
反
対
を
す
る
。

渡
辺
大
三
議
員
に
国
民
健
康
保
険
税
滞
納
問
題
に
関
し
、

政
治
倫
理
条
例
に
基
づ
き
自
ら
弁
明
す
る
こ
と
を
求
め
る
決
議

反
対
討
論
（
要
旨
）

稲
垣
庸
子
（
市
民
ウ
ェ
ブ
）

　

議
員
の
滞
納
は
許
さ
れ
る
こ
と

で
は
な
い
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う

に
し
て
事
実
を
調
査
し
解
明
し
た

か
が
問
題
だ
。
本
人
の
告
白
、
行

政
デ
ー
タ
の
漏
洩
、
デ
ー
タ
の
流

出
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
個
人
情

報
の
漏
洩
に
職
員
が
関
わ
っ
た
と

の
疑
惑
も
禁
じ
え
な
い
。
こ
れ
は

違
法
で
あ
り
、
さ
ら
に
恣
意
的
に

政
治
に
利
用
さ
れ
る
可
能
性
を
考

え
る
と
、
ま
ず
最
初
に
解
明
す
べ

き
は
、
こ
の
事
実
が
現
れ
た
過
程

の
検
証
で
あ
り
、
議
員
本
人
の
弁

明
よ
り
先
に
、
な
す
べ
き
と
考
え

る
。

営
さ
れ
れ
ば
過
疎
地
の
郵
便
局
は

維
持
し
て
行
け
な
い
。
日
本
の
郵

便
事
業
は
世
界
に
も
誇
れ
る
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
。
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

は
国
営
で
こ
そ
維
持
で
き
る
も
の
。

こ
れ
は
ぜ
ひ
と
も
残
し
て
い
く
べ

き
で
あ
る
。

賛
成
討
論
（
要
旨
）

関
根
優
司
（
日
本
共
産
党
）

　

今
回
の
郵
政
民
営
化
は
、
大
銀

行
が
自
分
た
ち
の
も
う
け
口
を
新

た
に
広
げ
て
い
く
う
え
で
郵
貯
や

簡
保
が
邪
魔
だ
、
だ
か
ら
民
営
化

し
て
し
ま
え
と
い
う
思
惑
か
ら
出

発
し
て
い
る
。
国
民
不
在
と
い
う

の
が
一
番
の
特
徴
だ
。
民
営
化
し

て
、
市
場
経
営
の
論
理
優
先
で
運

郵
政
事
業
の
民
営
化
に
慎
重
な
議
論
求

め
る
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て
の
請
願
書
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平成１６年１１月１日から、本会議・　平成１６年１１月１日から、本会議・
委員会の会議録委員会の会議録（平成１２年１月以降）（平成１２年１月以降）
をインターネットで閲覧できるようをインターネットで閲覧できるよう
になりました。になりました。
小金井市公式ホームページから、　小金井市公式ホームページから、
ごらんいただけます。ごらんいただけます。
ぜひご利用ください。　ぜひご利用ください。
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８
月　

日
に
、
全
員
協
議

１７

会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
協

議
事
項
は
次
の
と
お
り
で
し

た
。

▼
二
枚
橋
衛
生
組
合
施
設
更

新
に
つ
い
て

全
員
協
議
会

賛
成
討
論
（
要
旨
）

野
見
山
修
吉
（
市
民
の
党
）

　

渡
辺
大
三
議
員
に
対
し
て
、
根

拠
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、

新
た
な
疑
惑
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

現
行
政
治
倫
理
条
例
は
あ
い
ま

い
な
規
定
が
あ
り
、
人
を
陥
れ
る

た
め
に
悪
用
さ
れ
か
ね
な
い
と
こ

ろ
が
あ
る
。
今
後
条
例
違
反
の
要

件
を
整
え
、
資
産
公
開
型
に
す
る

な
ど
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
政
治
倫
理
条
例
に
も

と
づ
か
な
く
て
も
、
指
摘
さ
れ
て

い
る
こ
と
へ
の
疑
念
を
晴
ら
す
た

め
、
本
人
自
身
が
何
ら
か
の
対
応

を
と
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

よ
っ
て
賛
成
す
る
。


